
議   第   ５３   号 

令和 元 年 ９ 月 ３ 日提出 

 

   熊本市使用料及び手数料の改定のための関係条例の整備に関する条例の

制定について 

 

 熊本市使用料及び手数料の改定のための関係条例の整備に関する条例を次のように

制定する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市使用料及び手数料の改定のための関係条例の整備に関する条例 

 

 （熊本市手数料条例の一部改正） 

第１条 熊本市手数料条例（昭和２５年告示第２０号）の一部を次のように改正す

る。 

  第２条第１項第１号から第６号まで、第８号及び第１７号から第１９号までの規

定中「３００円」を「４００円」に改め、同号の次に次の１号を加える。 

  (19)の２ 固定資産名寄帳、固定資産課税台帳、固定資産に関する地籍図等を閲

覧に供する事務                  １件につき ４００円 

    ただし、簿冊については１冊をもって１件とする。 

  第２条第１項第２０号中「図面の閲覧照合」を「図面等を閲覧に供する事務」に

改め、同条第２項中「２５０円」を「２００円」に改める。 

 （熊本市富合ホール条例の一部改正） 

第２条 熊本市富合ホール条例（平成２０年条例第６５号）の一部を次のように改正

する。 

  別表第１中「４，５００円」を「４，９００円」に、「６，０００円」を 

「６，６００円」に、「８，０００円」を「８，８００円」に、「１０，０００

円」を「１１，０００円」に、「１，２００円」を「１，３００円」に、  

「１，４００円」を「１，５００円」に、「１，６００円」を「１，７００円」
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に、「１，５００円」を「１，６００円」に、「１，８００円」を「１，９００

円」に、「２，０００円」を「２，２００円」に改める。 

  別表第２(1)冷暖房設備使用料の表中「３，０００円」を「３，３００円」に、

「５００円」を「５５０円」に改める。 

 （熊本市天明ホール条例の一部改正） 

第３条 熊本市天明ホール条例（平成３年条例第５号）の一部を次のように改正す

る。 

  別表第１施設使用料の表中「４，０００円」を「４，４００円」に、   

「６，０００円」を「６，６００円」に、「８，０００円」を「８，８００円」

に、「４，８００円」を「５，２００円」に、「７，２００円」を「７，９００

円」に、「９，６００円」を「１０，５００円」に改める。 

 （熊本市火の君文化ホール条例の一部改正） 

第４条 熊本市火の君文化ホール条例（平成２２年条例第２１号）の一部を次のよう

に改正する。 

  別表第１施設使用料の表中「６，５００円」を「７，１００円」に、   

「９，０００円」を「９，９００円」に、「１１，０００円」を「１２，１００

円」に、「８，０００円」を「８，８００円」に、「１４，０００円」を   

「１５，４００円」に、「２，０００円」を「２，２００円」に、「３，０００

円」を「３，３００円」に、「３，５００円」を「３，８００円」に、   

「２，５００円」を「２，７００円」に、「４，０００円」を「４，４００円」

に、「１，０００円」を「１，１００円」に、「１，５００円」を「１，６００

円」に改める。 

  別表第２(1)冷暖房設備使用料の表（備考以外の部分に限る。）を次のように改

める。 

  (1) 冷暖房設備使用料 

施設名 単位 使用料 

ホール １時間までごとに ３，３００円 

舞台のみ １時間までごとに ５５０円 

楽屋１、楽屋２、楽屋３ １区分につき ２２０円 
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又はリハーサル室 

  別表第２(1)冷暖房設備使用料の表備考第１項中「掲げる」の次に「施設ごと

の」を加え、同表備考第２項中「リハーサル室」を「楽屋１、楽屋２、楽屋３又は

リハーサル室」に改める。 

 （熊本市植木文化ホール条例の一部改正） 

第５条 熊本市植木文化ホール条例（平成２６年条例第５５号）の一部を次のように

改正する。 

  別表第１施設使用料の表中「６，３００円」を「６，９００円」に、   

「８，４００円」を「９，２００円」に、「１０，５００円」を「１１，５００

円」に、「１２，６００円」を「１３，８００円」に、「３，１５０円」を 

「３，４００円」に、「４，２００円」を「４，６００円」に、「５，２５０円」

を「５，７００円」に、「７，３５０円」を「８，０００円」に、「５２０円」を

「５００円」に、「７３０円」を「８００円」に、「１，０５０円」を   

「１，１００円」に、「３１０円」を「３００円」に、「８４０円」を「９００

円」に、「２，１００円」を「２，３００円」に、「２，６２０円」を   

「２，８００円」に改め、同表備考第５項を削る。 

  別表第２(1)冷暖房設備使用料の表中「４，２００円」を「４，６２０円」に、

「２，１００円」を「２，３１０円」に、「２１０円」を「２３０円」に、  

「１００円」を「１１０円」に、「６３０円」を「６９０円」に改める。 

 （熊本市立学校施設使用条例の一部改正） 

第６条 熊本市立学校施設使用条例（平成５年条例第２９号）の一部を次のように改

正する。 

  別表第１(1)施設使用料の表プール（五福小学校に限る。）の項中「１３０円」

を「１７０円」に、「２６０円」を「３３０円」に、「１，３００円」を  

「１，７００円」に、「２，６００円」を「３，３００円」に改める。 

 （熊本市すこやか交流広場条例の一部改正） 

第７条 熊本市すこやか交流広場条例（平成１８年条例第６７号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第１０条第１項中「１，０００円」を「１，５００円」に、「５００円」を 

「７５０円」に改める。 
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 （熊本市保健衛生事務に関する手数料条例の一部改正） 

第８条 熊本市保健衛生事務に関する手数料条例（平成１２年条例第２８号）の一部

を次のように改正する。 

  別表第１毒物及び劇物取締法（昭和２５年法律第３０３号）関係の部中   

「１４，７００円」を「１５，０００円」に、「６，４００円」を「６，５００

円」に、「２，３００円」を「２，４００円」に、「３，９００円」を   

「４，０００円」に改める。 

 （熊本市余熱利用施設条例の一部改正） 

第９条 熊本市余熱利用施設条例（昭和５５年条例第１３号）の一部を次のように改

正する。 

  別表第１高校生以上の項中「３００円」を「４００円」に改める。 

  別表第２(1)東部交流センター使用料の表体育館（全面使用）の項中   

「３，０００円」を「３，２１０円」に、「４，０００円」を「４，２８０円」に、

「１，０００円」を「１，０７０円」に改め、同表体育館（一部使用）の部バドミ

ントンの項中「２３０円」を「２９０円」に、「４６０円」を「５７０円」に改

め、同部卓球の項中「１１０円」を「１４０円」に、「２２０円」を「２８０円」

に改め、同表多目的室（全面使用）の項中「２，８００円」を「３，０００円」

に、「３，７００円」を「４，０００円」に、「９２０円」を「１，０００円」に

改め、同表多目的室（半面使用）の項中「１，４００円」を「１，５００円」に、

「１，８５０円」を「２，０００円」に、「４６０円」を「５００円」に改める。 

 （熊本市動植物園条例の一部改正） 

第１０条 熊本市動植物園条例（平成３年条例第２０号）の一部を次のように改正す

る。 

  別表第１(1)入園料の表中「３００円」を「５００円」に、「２４０円」を 

「４００円」に改める。 

 （熊本市体育施設条例の一部改正） 

第１１条 熊本市体育施設条例（昭和６０年条例第１２号）の一部を次のように改正

する。 

  別表テニスコートの項使用料の欄１施設使用料の表中「１７０円」を「２２０

円」に、「３５０円」を「４４０円」に、「３００円」を「３８０円」に、  
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「６００円」を「７５０円」に、「２１０円」を「２７０円」に改め、同欄２照明

使用料の表中「３５０円」を「４４０円」に、「２１０円」を「２７０円」に改

め、別表体育館の項使用料の欄１専用使用料(1)施設使用料ア使用時間区分による

使用料の表中 

 「 

天 明 運 動

施設 

3,780円 5,040円 5,040円 16,380円 

清 水 ス ポ

ー ツ セ ン

ター 

明 徳 体 育

館 

2,580円 3,440円 3,440円 11,180円 

南 部 総 合

ス ポ ー ツ

センター 

託 麻 ス ポ

ー ツ セ ン

ター 

北 部 体 育

館 

富 合 雁 回

館 

4,200円 5,600円 5,600円 18,200円 

龍 田

体 育

館 

中体

育室 

3,000円 4,000円 4,000円 13,000円 

小体

育室 

900円 1,200円 1,200円 3,900円 

植 木

総 合

ス ポ

ー ツ

セ ン

ター 

体育

館 

4,200円 5,600円 5,600円 18,200円 

ミー

ティ

ング

室 

630円 840円 840円 2,730円 

城 南

総 合

ス ポ

ー ツ

セ ン

ター 

体育

館 

6,600円 8,800円 8,800円 28,600円 

多目

的室 

3,600円 4,800円 4,800円 15,600円 

                            」 

- 33 -



              を 

 「 

天 明 運 動

施設 

南 部 総 合

ス ポ ー ツ

センター 

託 麻 ス ポ

ー ツ セ ン

ター 

北 部 体 育

館 

富 合 雁 回

館 

5,220円 

 

 

6,960円 6,960円 22,620円 

清 水 ス ポ

ー ツ セ ン

ター 

明 徳 体 育

館 

3,210円 4,280円 4,280円 13,910円 

龍 田

体 育

館 

中 体

育 室 

3,210円 4,280円 4,280円 13,910円 

小 体

育 室 

1,140円 1,520円 1,520円 4,940円 

植 木

総 合

ス ポ

ー ツ

セ ン

ター 

体 育

館 

5,220円 6,960円 6,960円 22,620円 

ミ ー

テ ィ

ン グ

室 

810円 1,080円 1,080円 3,510円 

城 南

総 合

ス ポ

ー ツ

セ ン

ター 

体 育

館 

5,220円 6,960円 6,960円 22,620円 

多 目

的 室 

4,470円 5,960円 5,960円 16,390円 

                            」 

 に改め、同欄１専用使用料(1)施設使用料イ時間を単位とする使用料の表中 

 「 

熊本市城南Ｂ 中 体 全面 1 時 間 420円 
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＆Ｇ海洋セン

ター 

育 室 に つ き 

半面 1 時 間

に つ き 

210円 

小 体

育 室 

全面 1 時 間

に つ き 

420円 

半面 1 時 間

に つ き 

210円 

ミーティングル

ーム 

1 時 間

に つ き 

210円 

コインロッカー 1箱1回

に つ き 

10円 

                            」 

              を 

 「 

熊本市城南Ｂ

＆Ｇ海洋セン

ター 

小 体

育 室 

全面 1 時 間

に つ き 

380円 

半面 1 時 間

に つ き 

190円 

ミーティングル

ーム 

1 時 間

に つ き 

270円 

コインロッカー 1箱1回

に つ き 

10円 

                            」 

 に、「５００円」を「６２０円」に、「２００円」を「２５０円」に改め、同欄１

専用使用料(2)照明使用料の表中 

 「  

天明運動施設 

清水スポーツ

センター 

全部の点灯 1時間につき 600円 

2分の 1の

点灯 

1時間につき 300円 

南部総合スポ

ーツセンター 

託麻スポーツ

センター 

全部の点灯 1時間につき 700円 
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北部体育館 

植木総合スポ

ーツセンター

（体育館） 

富合雁回館 

2分の 1の

点灯 

1時間につき 350円 

龍田体育館 中体育室 1時間につき 600円 

小体育室 1時間につき 200円 

明徳体育館 1時間につき 600円 

城南総合スポ

ーツセンター

（体育館） 

全部の点灯 1時間につき 3,400円 

2分の 1の

点灯 

1時間につき 1,700円 

                            」 

              を 

 「   

天明運動施設 

南部総合スポ

ーツセンター 

託麻スポーツ

センター 

北部体育館 

植木総合スポ

ーツセンター

（体育館） 

富合雁回館 

城南総合スポ

ーツセンター

（体育館） 

全部の点灯 1時間につき 870円 

2分の 1の

点灯 

1時間につき 440円 

清水スポーツ

センター 

全部の点灯 1時間につき 750円 

2分の 1の

点灯 

1時間につき 380円 

龍田体育館 中体育室 1時間につき 750円 

小体育室 1時間につき 250円 

明徳体育館 1時間につき 750円 

                            」 

 に改め、同欄２一部使用料の表中「６３０円」を「７９０円」に、「１，２６０

円」を「１，５７０円」に、「４６０円」を「５７０円」に、「９２０円」を
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「１，１４０円」に、「２３０円」を「２９０円」に、「１１０円」を「１４０

円」に、「２２０円」を「２８０円」に改め、別表グラウンドの項使用料の欄１施

設使用料の表中 

 「 

天明運動施設 

南部総合スポーツ 

センター 

明徳グラウンド 

全面 1時間につき 500円 

半面 1時間につき 250円 

河内グラウンド 1時間につき 500円 

城南総合スポーツ 

センター 

全面 1時間につき 840円 

半面 1時間につき 420円 

塚原グラウンド 1時間につき 840円 

富合屋外運動場 1時間につき 250円 

                            」 

               を 

 「 

天明運動施設 

南部総合スポーツ 

センター 

明徳グラウンド 

城南総合スポーツ 

センター 

全面 1時間につき 620円 

半面 1時間につき 310円 

河内グラウンド 

塚原グラウンド 

1時間につき 620円 

富合屋外運動場 1時間につき 310円 

                            」 

 に改め、同欄２照明使用料の表中「１，８００円」を「２，２４０円」に、  

「９００円」を「１，１２０円」に、「８４０円」を「１，０５０円」に、  

「４２０円」を「５３０円」に改め、別表武道場の項使用料の欄１専用使用料(1)

施設使用料の表中「９００円」を「１，１４０円」に、「１，２００円」を 

「１，５２０円」に、「３，９００円」を「４，９４０円」に、「７５０円」を 
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「９３０円」に、「１，０００円」を「１，２４０円」に、「３，２５０円」を

「４，０３０円」に、「１，８００円」を「２，２５０円」に、「２，４００円」を

「３，０００円」に、「７，８００円」を「９，７５０円」に改め、同欄１専用使

用料(2)照明使用料の表中「２００円」を「２５０円」に、「１００円」を「１３０

円」に、「２５０円」を「３１０円」に改め、同欄２個人使用料の表中「１００

円」を「１３０円」に、「２００円」を「２５０円」に、「１，０００円」を 

「１，３００円」に、「２，０００円」を「２，５００円」に改め、別表弓道場の

項使用料の欄１専用使用料(1)施設使用料ア使用時間区分による使用料の表中

「３，０００円」を「３，７２０円」に、「４，０００円」を「４，９６０円」に、

「１３，０００円」を「１６，１２０円」に、「１，８００円」を「２，２５０

円」に、「２，４００円」を「３，０００円」に、「７，８００円」を「９，７５０

円」に改め、同欄１専用使用料(1)施設使用料イ時間を単位とする使用料の表中

「２１０円」を「２５０円」に改め、同欄１専用使用料(2)照明使用料の表中 

「３００円」を「３８０円」に、「２１０円」を「２７０円」に改め、同欄２個人

使用料の表中「１００円」を「１３０円」に、「２００円」を「２５０円」に、

「１，０００円」を「１，３００円」に、「２，０００円」を「２，５００円」に

改め、別表プールの項使用料の欄１専用使用料(1)施設使用料の表中「７，５００

円」を「９，３００円」に、「１０，０００円」を「１２，４００円」に、  

「３２，５００円」を「４０，３００円」に、「９，３００円」を「１１，５５０

円」に、「１２，４００円」を「１５，４００円」に、「４０，３００円」を  

「５０，０５０円」に改め、同欄１専用使用料(2)照明使用料の表中「５００円」

を「６２０円」に改め、同欄２個人使用料の表南部総合スポーツセンターの項中

「１３０円」を「１７０円」に、「２６０円」を「３３０円」に、「１，３００円」

を「１，７００円」に、「２，６００円」を「３，３００円」に、「１８０円」を

「２３０円」に、「３６０円」を「４５０円」に、「１，８００円」を「２，３００

円」に、「３，６００円」を「４，５００円」に改め、同欄２個人使用料の表熊本

市城南Ｂ＆Ｇ海洋センターの項中「５０円」を「７０円」に、「１１０円」を 

「１４０円」に改め、別表トレーニング室の項使用料の欄の表中「３００円」を

「３８０円」に、「３，０００円」を「３，８００円」に改め、同表備考第１項中

「１５０円」を「当該使用料の２分の１に相当する額」に改める。 
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 （熊本市総合体育館・青年会館条例の一部改正） 

第１２条 熊本市総合体育館・青年会館条例（昭和６１年条例第１０号）の一部を次

のように改正する。 

  別表１総合体育館使用料(1)専用使用料ア施設使用料の表中表の部分を次のよう

に改める。 

区分 

使用料（単位：円） 

午前 9時

から正午

まで 

午後 1時

から午後

5時まで 

午後 6時

から午後

10時まで 

午前 9時

から午後

5時まで 

午後 1時

から午後

10時まで 

午前 9時

から午後

10時まで 

大

体

育

室 

アマチュアス

ポーツで使用

する場合 

8,190 10,920 10,920 21,840 24,570 35,490 

その他の場合 32,730 43,640 43,640 87,280 98,190 141,830 

中

体

育

室 

アマチュアス

ポーツで使用

する場合 

5,220 6,960 6,960 13,920 15,660 22,620 

その他の場合 20,820 27,760 27,760 55,520 62,460 90,220 

小体育室 2,070 2,760 2,760 5,520 6,210 8,970 

室内温

水プー

ル 

7月から

9月まで 

9,300 12,400 12,400 24,800 27,900 40,300 

10 月 か

ら翌年 6

月まで 

11,550 15,400 15,400 30,800 34,650 50,050 

武道場 2,250 3,000 3,000 6,000 6,750 9,750 

弓道場 2,610 3,480 3,480 6,960 7,830 11,310 

  別表１総合体育館使用料(1)専用使用料イ照明設備等使用料の表中 

 「               「               

使用料 
 を  

使用料（単位：円） 
 に、 

1時間につき 3,400円 1時間につき 3,400 

                」               」 

 「７００」を「８７０」に、「３５０」を「４４０」に、「５００」を「６２０」

に、「２５０」を「３１０」に、「３００」を「３８０」に改め、別表１総合体育

館使用料(2)一部使用料の表中 
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 「               「              

使用料 
 を  

使用料（単位：円） 
 に、 

1面1時間につき 460円 1面1時間につき 570 

                」               」 

 「９２０」を「１，１４０」に、「６３０」を「７９０」に、「１，２６０」を

「１，５７０」に、「４６０」を「５７０」に、「２３０」を「２９０」に、 

「１１０」を「１４０」に、「２２０」を「２８０」に、「１３０」を「１７０」

に、「２６０」を「３３０」に、「１，３００」を「１，７００」に、   

「２，６００」を「３，３００」に、「１８０」を「２３０」に、「３６０」を

「４５０」に、「１，８００」を「２，３００」に、「３，６００」を   

「４，５００」に、「１００」を「１３０」に、「２００」を「２５０」に、

「１，０００」を「１，３００」に、「２，０００」を「２，５００」に、  

「３００」を「３８０」に、「３，０００」を「３，８００」に、「４５０」を

「５６０」に、「４，５００」を「５，６００」に改める。 

 （熊本市総合屋内プール条例の一部改正） 

第１３条 熊本市総合屋内プール条例（平成１０年条例第２号）の一部を次のように

改正する。 

  別表第１の２個人使用料の表中「５００円」を「６２０円」に、「２５０円」を

「３１０円」に、「４００円」を「５００円」に改め、同表備考第１項中「当該区

分に応じて定める使用料の額に、一般については２００円、高校生以下については

１００円」を「当該使用料の２分の１に相当する額」に改め、同表備考に次の１項

を加える。 

   １１ 第１項に規定する使用料の額に１０円未満の端数が生じたときは、これ

を切り捨てる。 

  別表第１の３附属設備使用料の表中「５０，０００円」を「６１，９５０円」

に、「１２，０００円」を「１４，８７０円」に改める。 

  別表第２の２セット券の種類及び金額の表中「２，２００円」を「２，４００

円」に、「１，２００円」を「１，４００円」に、「２，８００円」を   

「３，０００円」に、「１，７００円」を「１，９００円」に、「３，８００円」

を「４，０００円」に、「２，４００円」を「２，６００円」に改める。 
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   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 附則第７条、附則第８条第１項、附則第９条第１項及び附則第１０条の規 

定 公布の日 

 (2) 第１条中熊本市手数料条例第２条第２項の改正規定 令和２年１月１日 

 (3) 第１条中熊本市手数料条例第２条第１項第１号から第６号まで、第８号及び

第１７号から第１９号までの改正規定並びに同号の次に１号を加える改正規定

並びに同項第２０号の改正規定 令和２年７月１日 

 （熊本市富合ホール条例の改正に伴う経過措置） 

第２条 第２条の規定による改正後の熊本市富合ホール条例の規定は、令和２年４月

１日（以下「施行日」という。）以後の使用許可に係る使用料から適用し、施行日

前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。 

 （熊本市天明ホール条例の改正に伴う経過措置） 

第３条 第３条の規定による改正後の熊本市天明ホール条例の規定は、施行日以後の

使用許可に係る使用料から適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、

なお従前の例による。 

 （熊本市火の君文化ホール条例の改正に伴う経過措置） 

第４条 第４条の規定による改正後の熊本市火の君文化ホール条例の規定は、施行日

以後の使用許可に係る使用料から適用し、施行日前の使用許可に係る使用料につい

ては、なお従前の例による。 

 （熊本市植木文化ホール条例の改正に伴う経過措置） 

第５条 第５条の規定による改正後の熊本市植木文化ホール条例の規定は、施行日以

後の使用許可に係る使用料から適用し、施行日前の使用許可に係る使用料について

は、なお従前の例による。 

 （熊本市立学校施設使用条例の改正に伴う経過措置） 

第６条 第６条の規定による改正前の熊本市立学校施設使用条例の規定により交付さ

れたプールの回数券は、第６条の規定による改正後の熊本市立学校施設使用条例の
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規定により交付された回数券とみなす。 

 （熊本市余熱利用施設条例の改正に伴う経過措置） 

第７条 この条例の公布の日以後においては、施行日前においても、施行日以後の施

設の使用について、第９条の規定による改正後の熊本市余熱利用施設条例の規定に

より使用料を徴収するものとする。 

 （熊本市体育施設条例の改正に伴う経過措置） 

第８条 この条例の公布の日以後においては、施行日前においても、施行日以後の体

育施設（設備を含む。）の使用について、第１１条の規定による改正後の熊本市体

育施設条例（次項において「新体育施設条例」という。）の規定により使用料を徴

収するものとする。 

２ 第１１条の規定による改正前の熊本市体育施設条例の規定により交付された武道

場、弓道場、プール又はトレーニング室の回数券は、新体育施設条例の規定により

交付されたそれぞれの施設の回数券とみなす。 

 （熊本市総合体育館・青年会館条例の改正に伴う経過措置） 

第９条 この条例の公布の日以後においては、施行日前においても、施行日以後の施

設及び設備の使用について、第１２条の規定による改正後の熊本市総合体育館・青

年会館条例（次項において「新総合体育館・青年会館条例」という。）の規定によ

り使用料を徴収するものとする。 

２ 第１２条の規定による改正前の熊本市総合体育館・青年会館条例の規定により交

付された室内温水プール、武道場、弓道場又はトレーニング室の回数券は、新総合

体育館・青年会館条例の規定により交付されたそれぞれの施設の回数券とみなす。 

 （熊本市総合屋内プール条例の改正に伴う経過措置） 

第１０条 この条例の公布の日以後においては、施行日前においても、施行日以後の

施設及び設備の使用について、第１３条の規定による改正後の熊本市総合屋内プー

ル条例の規定により使用料を徴収するものとする。 

 

 （提出理由） 

  最近の社会経済情勢の変化に伴い、使用料及び手数料の改定等をするため、この

条例を制定する必要がある。 

  これが、この条例案を提出する理由である。 
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